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「紀伊山地の霊場と参詣道」の軽微な変更について 

 

平成２７年１２月 

文化庁記念物課世界文化遺産室 

 

１．資産概要 

○平成１６年（２００４），評価基準（ⅱ）（ⅲ）（ⅳ）（ⅵ）に基づき記載。 

○千年以上に及ぶ日本の宗教文化の発展を示すたぐいまれな証拠としての信

仰の山であるとともに，東アジアの宗教文化の交流及び発展を示す神道及

び仏教の比類なき融合の所産。 

○３つの霊場とそれらを結ぶ参詣道及び周辺の景観から成る文化的景観。 

 

２．変更内容 

○イコモス評価書を踏まえ，世界遺産一覧表記載後も，よりよい保護を行う

ため調査・研究を継続して進めた結果，断続的ではあるものの霊場に至る

古代以来の参詣道を新たに確認した。 

○資産の真実性及び完全性を高め，保護の水準をさらに引き上げることを目

的に，構成資産の一部について境界線を変更したい。 

○具体的には，「熊野参詣道」及び「高野参詣道」について，延長約４０．１

ｋｍ，面積約１１．１ｈａを追加。 

○既記載資産の顕著な普遍的価値及び資産構成に影響を及ぼすものではない

ことから，『世界遺産条約履行のための作業指針』第１６３項及び第１６４

項で規定される「登録範囲の軽微な変更」として申請する。 

 

３．今後の予定 

平成２８年１月 世界遺産関係省庁連絡会議（外務省主宰）において政府 

として申請書の提出を決定 

ユネスコ世界遺産センターへ提出 

      ５月 イコモス勧告 

      ７月 第４０回世界遺産委員会（イスタンブール）において審議 



0        5      10                20                30                                    50km

(1) 吉野・大峯
 001 吉野山
 002 吉野水分神社
 003 金峯神社
 004 金峯山寺
 005 吉水神社
 006 大峰山寺
(2) 熊野三山
 007 熊野本宮大社 
 008 熊野速玉大社
 009 熊野那智大社  
 010 青岸渡寺 
 011 那智大滝  
 012 那智原始林  
 013 補陀洛山寺
(3) 高野山
 014 丹生都比売神社
 015 金剛峯寺
 016 慈尊院
 017 丹生官省符神社
(4) 参詣道
 018 大峯奥駈道 
   熊野参詣道
 019  中辺路
 020  小辺路
 021  大辺路
 022  伊勢路
    高野参詣道
 023 町石道
 BIS-023-001～004 三谷坂
 BIS-023-005             京大坂道不動坂
 BIS-023-006～015 黒河道
 BIS-023-016～042 女人道

＜構成資産＞

付 属 資 料   1 - 2         
紀伊半島における資産位置図

紀 伊 山 地 の 霊 場 と 参 詣 道

和歌山県

申請資産（2016）

緩衝地帯

北緯34°

奈良県

三重県

霊場

登録資産
(2004)

ルート

参詣道

北緯34°

東経136°

登録資産
（2004）

東経136°

001
002
003
004
005

006

018

018

023
014

015

016
017

022

022

007

008

009
010
011
012

013

019

018

BIS-023-
001～004 

BIS-023-005

BIS-023-
006～015

019

019

021

020

BIS-023-
016～042


